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概 要 北海道では、道路交通の安全と円滑な交通確保のため道道の適切な維持管

理に努めておりますので、次のことについて、皆様のご理解とご協力をお願

いします。

１ 舗装道路を泥で汚さないでください。

２ 道路にゴミを捨てないでください。

３ 道路を使用する場合は届出が必要です。

４ 道路情報（穴ぼこ等）の提供にご協力をお願いします。

５ 道路の草刈りについてご理解ください。

詳細は、別紙をご覧ください。
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北海道では、道路交通の安全と円滑な交通確保のため道道の適切な維持管

理に努めておりますので、次のことについて、皆様のご理解とご協力をお願

いします。

１ 舗装道路を汚さないでください。

舗装道路が泥で汚れているとスリップ事故の原因になりますので、農作業トラクター

等で舗装道路に進入する際には、タイヤに付いた泥を落としてください。

やむを得ず舗装道路を汚した場合は、速やかに清掃されるようお願いします。

２ 道路にゴミを捨てないでください。

たばこの吸い殻、空き缶、ペットボトルなど、ゴミが道路に散乱すると美観はもとよ

り交通安全上の支障が生じます。道路及び道路敷地にはゴミを投棄しないでください。

３ 道路を使用する場合は届出が必要です。

車の出入りのため縁石を切り下げるなど道路上の工事を行う場合や、足場の設置など

一時的に道路を使用する場合にも、事前に届出のうえ許可が必要となりますので、下記

の出張所等にご相談ください。

４ 道路情報の提供にご協力をお願いします。

道路の穴ぼこや道路排水施設の閉塞等を発見した場合には、下記の出張所等までご連

絡をお願いします。

５ 道路の草刈りについてご理解ください。

道路の草刈りは、限られた予算の中、交通安全上の支障が生じないよう沿道状況を確

認しながら、年１～２回程度実施する予定ですので、ご理解願います。

【稚内建設管理部問合せ先】

出張所名 住 所 電 話 所管市町村

事業課 稚内市声問３丁目22番３号 (0162)26-2521 稚内市、猿払村、豊富町、幌延町

歌登出張所 枝幸郡枝幸町歌登西町 (0163)68-2021 浜頓別町、中頓別町、枝幸町

礼文出張所 礼文郡礼文町船泊字大備 (0163)87-2316 礼文町

利尻出張所 利尻郡利尻町沓形字泉町 (0163)84-2008 利尻町、利尻富士町

その先の、道へ。北海道 北海道宗谷総合振興局

道道の維持管理に関するお願い！！


